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令和５年 第９回八頭町議会定例会 提案理由 

 

令和５年１２月７日 

 

議案第１３７号 

八頭町税条例の一部改正について 

 

今回の改正は、個人住民税の寄附金税額控除対象となる特定非営利活動

法人について、指定期間の経過したものを削除するため、所要の改正を行う

ものです。 

 

議案第１３８号 

八頭町国民健康保険税条例の一部改正について 

 

今回の改正は、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため

の健康保険法等の一部を改正する法律」が令和５年５月１９日に、また、「全

世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一

部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が令和５年

７月２０日にそれぞれ公布されたことに伴い、国民健康保険税条例に所要

の改正を行うものです。 

改正内容としましては、出産被保険者の所得割額及び均等割額を出産予

定月の前月（多胎妊娠の場合には、３ヶ月前）から出産予定月の翌々月まで

の期間の月数分を減額するものです。 

 

議案第１３９号 

八頭町簡易水道事業の設置等に関する条例の制定について 

 

令和６年度から地方公営企業法の財務規定等を適用し、八頭町簡易水道

事業を運営することになります。事業運営に必要な公営企業会計の導入に

ついて、必要な事項を定めるため、本条例を制定しようとするものです。 

 

議案第１４０号 

 八頭町簡易水道事業基金条例の一部改正について 
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八頭町簡易水道事業において、公営企業会計を導入することに伴い、所要

の改正を行うものです。 

 

議案第１４１号 

八頭町下水道等事業の設置等に関する条例の制定について 

 

議案第１３９号と同様に、令和６年度から地方公営企業法の財務規定等

を適用し、八頭町下水道事業を運営することになります。事業運営に必要な

公営企業会計の導入について、必要な事項を定めるため、本条例を制定しよ

うとするものです。 

 

議案第１４２号 

 八頭町特別会計条例の一部改正について 

 

八頭町簡易水道事業、八頭町公共下水道事業及び八頭町農業集落排水事

業について、公営企業会計を導入することに伴い、八頭町簡易水道特別会計、

八頭町公共下水道特別会計及び八頭町農業集落排水特別会計を廃止するた

め、所要の改正を行うものです。 

なお、債権債務及び歳計剰余金は、移行後の公営企業会計において引き継

ぐものとしています。 

 

議案第１４３号～議案第１４９号 

 

提案しております、７施設につきましては、現在、協定に基づきまして、

令和３年４月１日から令和６年３月３１日までの３年間、管理をしていた

だいているところでありますが、本年度末の指定期間の満了に伴い、改めて

指定管理者を定めようとするものであります。 

今回、７施設の内、船岡竹林公園、やずミニＳＬ博物館及び下私都農産物

加工施設を公募とし、八東フルーツ総合センター、やまめ供給施設、大門体

験農園、ぷらっとぴあ・やずにつきましては、引き続き指名といたしました。 

公募につきましては、９月１３日から１０月１２日まで募集要項を公開

し、行政無線、町報、ホームページでの周知を行っております。 

また、応募書類の受付を１０月１３日までとし、結果としまして、船岡

竹林公園の指定管理者については２団体、やずミニＳＬ博物館及び下私都

農産物加工施設の指定管理者については、それぞれ１団体から応募があっ
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たところです。 

また、指名といたしました、４施設につきましては、８月４日付で、次期

３年間の指定管理者として指名する旨の報告と合わせまして、指定管理者

指定申請書の提出をお願いし、それぞれ１０月１３日までに提出いただき

ました。 

７施設の指定管理者の選定につきましては、１０月２７日に選定委員会

を開催し、公募いたしました３施設の指定管理に係るプレゼンテーション

を行っていただき、指名の施設４施設を含め、選定基準表に基づき、公募、

指名した７施設につきまして、選定を行ったところです。 

 選定委員会の委員５名の内、３名は民間の方を委員として委嘱し、民間の

視点を審査に取り入れるとともに、審査基準表の配点を細分化し、項目ごと

の評価が明確となる審査基準表を用いて審査を行っていただきました。 

選定基準の主な項目といたしましては、第一に住民の平等利用が確保さ

れること、第二に事業計画の内容が、施設の効用を最大限発揮させるもので

あること、第三に収支計画、見積内容など、管理経費の効率化が図られるも

のであること、第四に管理を安定して行う物的能力、人的能力を有している

こと、であります。 

 審査の結果、公募３施設４団体、指名４施設４団体による申請団体が選定

基準をクリアされましたので、適格であると判断し、選定いたしたところで

す。 

 なお、公募で２団体の申請がありました船岡竹林公園においては、２団体

とも選定基準をクリアされておりましたが、審査基準点が上位の団体を選

定いたしました。 

 

議案第１４３号 

下私都農産物加工施設の指定管理者の指定について 

  

施設の名称は、下私都農産物加工施設であります。 

指定管理者となる団体の所在地及び名称は、八頭郡八頭町大坪７３番地

２ 有限会社こおげ農業開発センター 代表取締役 井上 康（いのうえ 

やすし）氏で、指定の期間は、令和６年４月１日から令和９年３月３１日ま

での３年間です。 

指定管理料は、無料であります。 

 

議案第１４４号 

船岡竹林公園の指定管理者の指定について 
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施設の名称は、船岡竹林公園です。 

指定管理者となる団体の所在地及び名称は、八頭郡八頭町安井宿１０９

３番地 株式会社遠藤農園 代表取締役 小山由香（こやま ゆか）氏で、

指定の期間は、令和６年４月１日から令和９年３月３１日までの３年間で

す。 

指定管理料は、年間７７０万円、３年間で２,３１０万円であります。 

 

議案第１４５号 

やずミニＳＬ博物館の指定管理者の指定について 

  

施設の名称は、やずミニＳＬ博物館です。 

指定管理者となる団体の所在地及び名称は、八頭郡八頭町西谷２９５番

地 若桜線ＳＬ遺産保存会 会長 山根 徹（やまね とおる）氏で、指定

の期間は、令和６年４月１日から令和９年３月３１日までの３年間です。 

指定管理料は、年間３２０万円、３年間で９６０万円であります。 

 

議案第１４６号 

八東フルーツ総合センターの指定管理者の指定について 

  

施設の名称は、八東フルーツ総合センターです。 

指定管理者となる団体の所在地及び名称は、八頭郡八頭町徳丸６２５番

地 八東地域振興株式会社 代表取締役 寺坂健治（てらさか けんじ）氏

で、指定の期間は、令和６年４月１日から令和９年３月３１日までの３年間

です。 

指定管理料は、年間３７５万円、３年間で１,１２５万円であります。 

 

議案第１４７号 

やまめ供給施設の指定管理者の指定について 

  

施設の名称は、やまめ供給施設です。 

指定管理者となる団体の所在地及び名称は、八頭郡八頭町福地１５６番

地 私都養殖漁業生産組合 組合長 和田準一（わだ じゅんいち）氏で、

指定の期間は、令和６年４月１日から令和９年３月３１日までの３年間で

す。 

指定管理料は、年間１６万１千円、３年間で４８万３千円であります。 
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議案第１４８号 

大門体験農園の指定管理者の指定について 

  

施設の名称は、大門体験農園です。 

指定管理者となる団体の所在地及び名称は、八頭郡八頭町大門３８９番

地１ 物産館みかど 会長 平木 誠（ひらぎ まこと）氏で、指定の期間

は、令和６年４月１日から令和９年３月３１日までの３年間です。 

指定管理料は、年間４３万２千円、３年間で１２９万６千円であります。 

 

議案第１４９号 

ぷらっとぴあ・やずの指定管理者の指定について 

 

施設の名称は、ぷらっとぴあ・やずです。 

指定管理者となる団体の所在地及び名称は、八頭郡八頭町郡家６４８番

地６ 八頭町観光協会 会長 本田陽二（ほんだ ようじ）氏で、指定の期

間は、令和６年４月１日から令和９年３月３１日までの３年間です。 

指定管理料は、年間５５１万円、３年間で１,６５３万円であります。 

 

議案第１５０号 

令和５年度八頭町一般会計補正予算（第７号）  

 

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、１億８,

８９９万４千円を追加しようとするものです。 

 歳入の主なものを申し上げます。 

国庫支出金として自立支援事業費国庫負担金、２,３８０万円余、生活保

護費国庫負担金、１,９７０万円余を追加しております。 

県支出金として、自立支援事業県補助金、１,１９０万円余を増額し、多

面的機能支払交付金推進事業県補助金、９８０万円余を減額しております。 

繰入金は、財政調整基金、１億円を繰り入れております。 

町債につきましては、公共施設等除却事業債、９００万円を追加いたしま

した。 

 

 次に歳出を申し上げます。  

総務費では、郡家駅前の活性化に向けた、用地取得に伴う財産管理費、３,

７１０万円余を計上いたしました。「郡家駅前活性化検討委員会」で実施さ

れたアンケートでは、郡家駅前に欲しい機能として、駐車場を望む声が多く
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寄せられており、駐車場活用と合わせまして、将来を見据えた郡家駅前の活

性化に利活用できる土地取得が必要であると考えております。また、ふるさ

と納税寄付額の増加により、ふるさと納税促進事業に５,５８０万円余を追

加いたしました。 

民生費では、自立支援制度事業費、４,９７０万円余、障がい児通所給付

事業、１,１５０万円余を給付見込の増加により追加いたしました。農林水

産費は、多面的機能支払交付金事業で交付金の確定により、１,３１０万円

余を減額しております。 

教育費では、小学校管理運営費で船岡小学校空調更新工事の施工範囲拡

大などにより、１,２２０万円余を追加し、予備費、４,８８０万円余を減額

しております。 

 

議案第１５１号 

令和５年度八頭町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、

１,７０２万８千円を追加しようとするものです。 

歳入の主なものは、一般被保険者高額療養費として、保険給付費等交

付金、１,７００万円を追加し、歳出では、一般被保険者高額療養費の増額

に伴い、保険給付費の高額療養費、１,７００万円、税制改正に伴うシステ

ム改修費、１３９万７千円を追加しております。 

 

議案第１５２号 

令和５年度八頭町簡易水道特別会計補正予算（第４号） 

 

今回の補正によります既定の歳入歳出予算の変更はありません。 

歳出では、一般管理費の修繕料、３４０万円を追加し、予備費で調整して

おります。 

 

議案第１５３号  

令和５年度八頭町公共下水道特別会計補正予算（第４号） 

 

今回の補正によります既定の歳入歳出予算の変更はありません。 

歳出では、施設管理費の施設等管理運営委託料、６０万円を追加し、予備

費で調整しております。 
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議案第１５４号 

令和５年度八頭町農業集落排水特別会計補正予算（第５号） 

 

今回の補正によります既定の歳入歳出予算の変更はありません。 

歳出では、施設管理費の修繕料、３００万円、施設等管理運営委託料、２

０万円余を追加し、予備費で調整しております。 

 

議案第１５５号   

令和５年度八頭町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、２４９

万６千円を追加しようとするものです。 

歳入は、国庫支出金、１４０万円余、県支出金、４０万円余、一般会計か

らの繰入金、５０万円余を増額しております。 

 

歳出は、総務管理事務費、１００万円余、実績見込みにより、地域密着型

介護サービス給付費、４,０００万円を増額し、居宅介護サービス給付費４,

０００万円を減額しております。 

 

議案第１５６号 

令和５年度八頭町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 

今回の補正は、歳入歳出総額に変更はありません。 

国による次期標準システムの更改の延期により、端末の更改ができない

ため、後期高齢者医療電算処理システム窓口用端末（２台分）の保守点検委

託料、５千円を追加し、予備費で調整しております。 


